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第
三
節

商
業
・
金
融

第
一
項

商
業
の
発
展

亀
山
町
・
関
町
の
代
表
的
商
人

明
治
二
〇
年
代
に
お
け
る
亀
山
町
と
関

町
の
代
表
的
商
人
は
表
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
表
５-

７
か
ら
亀
山
で

は
呉
服
商
が
多
く
か
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
一
方
の
関
町
で
は
、
清

酒
醸
造
・
味
噌
・
菓
子
製
造
な
ど
食
品
を
取
り
扱
う
者
が
多
か
っ
た
。

亀
山
商
工
会
の
発
足

明
治
二
〇
年
代
の
亀
山
の
商
業
に
関
す
る
重
要
な

事
が
ら
は
亀
山
商
工
会
の
発
足
で
あ
ろ
う
。鈴
鹿
郡
亀
山
町
の
舘
石
三
郎
、

豊
田
潤
造
そ
の
他
二
～
三
名
が

発
起
人
と
な
り
、
商
工
会
を
組

織
し
た
。
設
立
の
趣
旨
は
、
商

工
業
上
の
事
を
協
議
・
研
究
し
、

同
町
で
お
こ
っ
て
い
る
商
業
上

の
問
題
に
つ
い
て
、
意
見
を
ま

と
め
て
町
会
に
上
申
し
て
い
く

こ
と
で
あ
っ
た
。
最
終
的
に
は

町
民
の
利
益
に
つ
な
が
る
よ
う

に
働
き
か
け
る
こ
と
を
目
標
と

し
て
い
た
（
『
伊
勢
新
聞
』
明
治

二
十
六
年
三
月
十
七
日
）。

理
髪
店
の
競
争

一
八
九
二
（
明
治
二
十
五
）
年
二
月
頃
、
様
々
な
業
種

で
同
業
者
間
の
競
争
が
見
ら
れ
た
。
そ
れ
は
理
髪
業
に
お
い
て
も
広
が
っ

て
い
た
。
亀
山
東
町
で
は
あ
る
理
髪
店
と
そ
の
隣
り
の
理
髪
店
と
が
価
格

競
争
に
よ
っ
て
顧
客
を
奪
い
合
っ
た
。
こ
う
し
た
競
争
は
顧
客
側
に
と
っ

て
は
、
問
題
は
な
く
、
む
し
ろ
あ
り
が
た
い
こ
と
で
望
ま
れ
て
い
た
（
『
伊

勢
新
聞
』
明
治
二
十
五
年
二
月
八
日
）
。
こ
う
し
た
競
争
は
こ
の
両
者
だ

け
の
話
で
は
な
く
、
町
内
で
か
な
り
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
理
髪
店
側
は

写真5-5 旧堀喜三郎の店舗（昭和62年・野村１丁目）
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表

-

亀
山
・
関
の
代
表
的
商
人
・
商
店
（
明
治

年
）

5

7

26

（
出
典
）
三
重
県
日
報
社
『
三
重
県
下
商
工
人
名
録

全

（
明
治

年

月

日
）

』

26

6

30

http://kameyamarekihaku.jp/sisi/tuusiHP/kingendai/image/05/gi.htm?pf=3048hy005-07.JPG&?pn=%E8%A1%A85-7 %E4%BA%80%E5%B1%B1%E3%83%BB%E9%96%A2%E3%81%AE%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E7%9A%84%E5%95%86%E4%BA%BA%E3%83%BB%E5%95%86%E5%BA%97%EF%BC%88%E6%98%8E%E6%B2%BB26%E5%B9%B4%EF%BC%89
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疲
弊
す
る
だ
け
で
、
こ
う
し
た
競
争
を
い
つ
ま
で
も
続
け
ら
れ
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
亀
山
町
の
理
髪
営
業
者
の
間
で
は
、
特
に
組
合
規
約
の
よ

う
な
も
の
が
な
く
、
各
自
で
料
金
を
設
定
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
問
題
が

起
こ
っ
て
か
ら
十
月
に
は
組
合
規
約
を
設
け
て
料
金
を
散
髪
を
四
銭
、
ひ

げ
剃
り
を
二
銭
、
ま
る
剃
り
を
二
銭
五
厘
に
決
め
た
（

伊
勢
新
聞
』
明

『

治
二
十
五
年
十
月
二
十
一
日

。
し
か
し
、
そ
の
後
も
料
金
を
め
ぐ
る
ト

）

ラ
ブ
ル
は
起
こ
っ
た
よ
う
で
、
客
に
対
し
て
迷
惑
を
及
ぼ
す
こ
と
も
少
な

か
ら
ず
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
た
。
亀
山
の
寺
田
二
郎
と
い
う
人
物
が
仲

裁
役
を
引
き
受
け
、
円
滑
に
収
拾
さ
せ
よ
う
と
尽
力
し
た
の
で
あ
っ
た

（

伊
勢
新
聞
』
明
治
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日

。

『

）

一
八
九
二
（
明
治
二
十
五
）
年
八
月
、
亀
山

小
間
物
商
組
合
「
亀
栄
組
」

町
で
は
小
間
物
商
の
申
合
せ
で
「
亀
栄
組
」
と
い
う
一
種
の
組
合
を
組
織

し
た
。
規
約
を
定
め
て
入
会
金
一
円
を
収
め
る
こ
と
と
し
、
加
入
者
と
し

て
の
資
格
を
京
都
・
名
古
屋
そ
の
他
の
地
域
の
行
商
人
に
も
広
げ
た
。
同

会
に
入
会
し
な
け
れ
ば
一
切
物
品
の
購
入
取
引
き
が
で
き
な
く
な
っ
て
お

、「

」

、

。

り

爾
後

入
会
の
場
合

金
五
円
を
徴
収
す
る
こ
と
も
決
め
ら
れ
た

二
十
一
日
は
共
楽
館
で
総
会
が
開
か
れ
、
色
々
と
協
議
さ
れ
た
（

伊
勢

『

新
聞
』
明
治
二
十
五
年
八
月
二
十
四
日

。
）

第
二
項

流
通
業
の
勃
興
と
販
売
組
織
の
確
立

明
治
期
の
亀
山
で
倉
庫
業
者
が
数
社
が
設
立
し
た
。
そ

倉
庫
業
の
開
始

の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
米
券
倉
庫
、
蛭
谷
倉
庫
が
あ
る
。

鈴
鹿
郡
の
有
志
が
一
九
〇
八
（
明
治
四
十
一
）
年
十
月
に
米
券
倉
庫
会

。『

』

社
が
西
町
に
設
立
さ
れ
る
に
至
っ
た

亀
山
米
券
倉
庫
組
合
申
合
規
約

、「

」

、

に
は

出
資
額
二
千
円
ヲ
以
テ
建
築
費
ニ
充
フ
ル
モ
ノ
ト
ス

と
あ
り

橋
本
・
田
中
音
吉
な
ど
二
〇
名
の
出
資
者
、
地
主
が
連
名
し
た
。
農
業
の

盛
ん
な
同
地
に
お
い
て
、
そ
の
需
要
は
高
ま
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
（
史
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『
亀
山
米
券
倉
庫
組
合
申
合
規
約
』
明
治
四
十
一
年
、
『
伊
勢
新
聞
』

2241明
治
四
十
一
年
七
月
十
九
日
）
。

同
社
は
十
二
月
か
ら
入
庫
を
受
付
け
は
じ
め
、
一
九
一
〇
（
明
治
四
十

三
）
年
八
月
に
は
二
三
〇
〇
俵
を
超
え
る
ま
で
に
増
加
し
た
。
同
社
は
百

五
銀
行
と
特
約
を
結
び
、
「
質
入
証
券
」
を
発
券
し
た
。
入
庫
者
は
そ
の

証
券
を
持
参
す
る
と
、
一
俵
に
付
四
円
五
〇
銭
内
外
の
割
合
に
て
金
銭
の

融
通
を
受
け
ら
れ
た
（
『
伊
勢
新
聞
』
明
治
四
十
二
年
五
月
二
十
四
日
）。

設
立
以
来
、
林
豊
次
郎
が
業
務
に
あ
た
り
、
そ
の
様
子
は
一
九
一
〇
年

八
月
の
段
階
で
在
米
高
お
よ
そ
一
八
〇
〇
俵
で
あ
っ
た
。
前
年
の
三
、
四

月
頃
に
は
三
〇
〇
〇
俵
を
超
え
た
。
そ
れ
以
降
は
漸
次
減
少
し
て
十
月
以

後
三
～
四
ヶ
月
間
は
空
に
な
っ
た
。
お
も
に
西
町
の
製
茶
輸
出
会
社
の
一

倉
庫
と
し
て
充
用
さ
れ
て
い
た
。
一
九
一
〇
年
は
虫
害
に
合
わ
な
か
っ
た

が
、
た
だ
鼠
害
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
常
に
予
防
の
策
を
講
じ
て

い
た
。
在
米
高
は
常
に
不
安
定
で
一
、
二
月
頃
か
ら
小
作
米
が
預
け
入
れ

ら
れ
る
が
、
八
、
九
月
頃
最
も
多
く
な
り
、
毎
月
二
〇
〇
〇
俵
程
度
の
預

入
れ
で
、
収
支
面
で
厳
し
い
状
態
に
あ
っ
た
。
火
災
保
険
料
だ
け
で
も
一

ヶ
年
八
〇
円
以
上
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
鼠
害
に
あ
い
一
俵
損
す
る

と
、
何
ヶ
月
も
た
だ
で
預
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
計
算
と
な
り
、
大
き

な
損
失
に
な
る
。
こ
の
段
階
で
は
損
失
を
出
し
て
い
な
い
が
、
利
益
を
得

ら
れ
な
け
れ
ば
、
同
志
者
か
ら
苦
情
を
唱
え
る
者
も
で
て
く
る
こ
と
は
必

至
で
あ
っ
た
。
倉
庫
業
者
と
言
う
よ
り
は
、
地
方
公
共
の
た
め
一
種
の
金

融
機
関
と
し
て
存
続
し
て
い
た
（
史

『
伊
勢
新
聞
』
明
治
四
十
三
年
八

2242

月
十
八
日
掲
載
）。

『
三
重
県
勧
業
年
報
』
（
明
治
三
十
二
年
）
を
見
る
と
、
蛭
谷
倉
庫
株

式
会
社
の
概
要
が
記
さ
れ
て
い
る
。
同
社
は
一
八
九
九
（
明
治
三
十
二
）

年
一
月
に
昼
生
村
で
資
本
金
一
万
円
で
創
業
し
た
。
発
起
人
は
河
芸
郡
川

村
の
野
田
菊
蔵
た
ち
で
で
あ
っ
た
。（
『
伊
勢
新
聞
』
明
治
三
十
一
年
五
月

二
十
五
日
）
一
九
〇
二
（
明
治
三
十
五
）
年
四
月
に
下
庄
倉
庫
株
式
会
社

に
社
名
を
変
更
し
た
。
詳
し
い
業
績
は
把
握
で
き
な
い
が
、
同
社
は
一
九

〇
五
（
明
治
三
十
八
）
年
五
月
二
十
五
日
の
臨
時
株
主
総
会
に
お
い
て
解
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散
す
る
こ
と
に
決
し
た
（
『
伊
勢
新
聞
』
明
治
三
十
八
年
十
一
月
十
八
日
）
。

青
物
市
場
・
家
畜
市
場
の
開
設

明
治
中
後
期
に
は
、
各
種
市
場
の
開
設

が
見
ら
れ
た
。
合
資
会
社
亀
山
青
物
市
場
が
一
八
九
六
（
明
治
二
十
九
）

年
十
二
月
に
亀
山
町
西
町
で
設
立
し
た
。
組
合
人
数
は
二
〇
名
で
あ
り
、

魚
類
・
青
物
の
取
引
き
が
行
わ
れ
て
い
た
（
『
三
重
県
勧
業
年
報
』
〔
二
十

九
年
〕
）
。
同
月
二
十
五
日
午
後
三
時
か
ら
開
業
式
が
行
わ
れ
、
橋
本
郡
長
、

肥
後
署
長
、
税
務
署
長
、
町
長
、
助
役
、
銀
行
の
頭
取
、
そ
の
他
百
名
以

上
が
出
席
し
た
。
開
業
当
日
の
取
引
き
高
は
五
〇
〇
円
程
度
で
、
西
京
・

津
・
川
崎
・
桑
名
な
ど
の
地
域
か
ら
収
集
し
て
お
り
、
毎
日
午
前
八
時
と

午
後
二
時
の
二
回
、
開
市
し
て
い
た
（
史

『
伊
勢
新
聞
』
明
治
二
十
九

2243

年
十
二
月
二
十
九
日
）
。
一
九
一
一
（
明
治
四
十
四
）
年
二
月
三
・
四
日

開
会
の
亀
山
町
議
会
で
町
運
営
に
よ
る
家
畜
市
場
の
開
設
が
可
決
さ
れ
た

（
『
伊
勢
新
聞
』
明
治
四
十
四
年
二
月
八
日
・
十
九
日
）。
同
市
場
は
後
に

非
常
に
繁
盛
す
る
こ
と
に
な
る
。

材
木
・
繭
糸
の
販
売
会
社
の
発
足

材
木
・
竹
・
薪
の
売
買
と
運
送
を
業

と
す
る
加
太
物
産
合
資
会
社
が
一
八
九
六
（
明
治
二
十
九
）
年
十
月
か
ら

開
業
し
た
。
払
込
資
本
金
は
一
万
円
、
社
員
数
は
五
名
で
あ
っ
た
（
史
2244

『
三
重
県
勧
業
年
報
』
三
十
年
）
。
し
か
し
、
同
社
は
翌
明
治
三
十
年
六

月
二
十
三
日
、
解
散
を
決
定
し
た
（
史

『
伊
勢
新
聞
』
明
治
三
十
三
年

2245

六
月
二
十
九
日
）
。
関
町
で
合
資
会
社
三
特
商
会
が
一
九
〇
五
（
明
治
三

十
八
）
年
六
月
二
十
七
日
に
、
三
徳
炭
の
製
造
・
販
売
を
目
的
と
し
て
発

足
し
た
。
同
社
は
時
限
組
織
で
存
続
期
間
が
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
ま

で
の
一
〇
年
で
あ
っ
た
（
『
伊
勢
新
聞
』
明
治
三
十
八
年
六
月
二
十
七
日
）
。

亀
山
繭
糸
商
会
が
一
八
九
六
（
明
治
二
十
九
）
年
六
月
一
日
か
ら
亀
山

停
車
場
前
で
開
業
し
た
。
「
繭
生
糸
の
市
場
店
」
を
業
と
し
て
い
た
。
地

方
養
蚕
家
、
製
糸
家
な
ど
、
五
〇
名
以
上
が
開
業
式
に
招
待
さ
れ
た
。
同

商
会
で
買
入
れ
た
商
品
の
最
高
値
は
一
斗
あ
た
り
四
円
六
〇
銭
で
あ
っ
た

が
、
通
常
は
四
円
二
〇
銭
か
ら
四
〇
銭
く
ら
い
ま
で
が
相
場
価
格
で
あ
っ

た
（
『
伊
勢
新
聞
』
明
治
二
十
九
年
六
月
三
日
）。

ビ
ー
ル
販
売
組
織
の
展
開

明
治
二
〇
年
代
に
は
、
一
〇
〇
を
超
え
る
ビ
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ー
ル
が
市
場
に
出
回
っ
た
。
そ
の
中
で
他
社
の
製
品
に
ラ
ベ
ル
を
貼
り
替

え
て
、
さ
も
自
社
製
品
の
ご
と
く
販
売
す
る
違
反
業
者
も
い
た
と
い
わ
れ

る
。
そ
う
し
た
も
の
を
除
外
し
て
も
多
く
の
ビ
ー
ル
が
販
売
さ
れ
た
の
こ

と
は
事
実
と
い
え
る
。

亀
山
地
方
で
も
ビ
ー
ル
の
販
売
組
織
が
で
き
は
じ
め
た

一
八
九
二

明

。

（

治
二
十
五
）
年
十
月
二
日
付
の
『
伊
勢
新
聞
』
に
「
麒
麟
ビ
ー
ル
」
の
広

き

り

ん

告
が
掲
載
さ
れ
た
。
当
時
、
横
浜
に
の
み
工
場
が
あ
っ
た
麒
麟
麦
酒
で
あ

る
が
、
亀
山
町
東
町
の
寺
田
次
郎
が
同
社
の
ビ
ー
ル
を
販
売
し
て
い
た
。

ま
た
京
都
で
醸
造
さ
れ
た
「
桜
田
ビ
ー
ル
」
も
販
売
さ
れ
た
。
関
駅
新
所

町
の
田
中
庄
十
郎
が
販
売
の
特
約
を
結
ん
で
い
た
（

伊
勢
新
聞
』
明
治

『

二
十
七
年
五
月
二
十
七
日

。
同
じ
名
称
の
桜
田
麦
酒
は
保
土
ヶ
谷
（
神

）

奈
川
県
横
浜
市
）
に
も
あ
っ
た
が
、
別
の
醸
造
所
で
造
ら
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
愛
知
県
半
田
の
丸
三
麦
酒
醸
造
所
が
醸
造
し
た
「
丸
三
ビ

ー
ル
」
を
亀
山
西
町
の
田
中
善
太
郎
、
川
崎
の
西
田
七
左
右
衛
門
、
小
林

久
次
郎
、
関
中
町
の
山
石
が
販
売
し
た
（

伊
勢
新
聞
』
明
治
二
十
六
年

『

五
月
九
日

。
同
社
は
そ
の
後

「
キ
リ
印
ビ
ー
ル
」
を
出
荷
し
て
お
り
、

）

、

亀
山
西
町
の
田
中
善
太
郎
が
販
売
し
た
（

伊
勢
新
聞
』
明
治
二
十
七
年

『

七
月
十
三
日

。
以
上
の
よ
う
に
明
治
二
〇
年
代
中
ご
ろ
か
ら
、
他
府
県

）

の
ビ
ー
ル
・
メ
ー
カ
ー
が
亀
山
の
方
に
販
路
を
拡
大
し
て
き
た
の
で
あ

る
。

第
三
項

銀
行

同
行
の
経
営
状
態
を
見
て
い
く
と
、
開
業
後
、

亀
山
銀
行
の
経
営
状
態

資
本
金
を
一
五
万
円
に
増
資
し
た
。
ま
た
、
一
八
九
八
（
明
治
三
十
一
）

（

）

（
『

』

年
十
二
月
に
同
行
は
椋
本

津
市
芸
濃
町

に
出
張
店
を

伊
勢
新
聞

明
治
三
十
一
年
十
二
月
九
日

、
三
十
三
年
三
月
に
は
林
支
店
（
津
市
芸

）

濃
町
）
を
設
置
し
た
（

百
五
銀
行
百
年
の
あ
ゆ
み
』
上
巻
・
昭
和
五
十

『
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三
年
・
四
一
頁

。
ま
た
、
一
九
〇
一
（
明
治
三
十
四
）
年
上
半
期
の
営

）

業
報
告
書
を
見
る
と
、
明
村
（
津
市
芸
濃
町
）
に
も
出
張
店
が
あ
っ
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
。
出
張
店
を
増
や
し
は
し
た
が
、
経
営
は
順
調
と
は
言

え
な
か
っ
た
。
特
に
一
九
〇
一
年
に
は
京
阪
地
方
の
金
融
界
で
起
こ
っ
た

恐
慌
の
余
波
を
受
け
、
苦
境
に
立
た
さ
れ
た
。
一
時
は
「
経
営
継
続
困
難

の
場
合
に
立
至
り
一
昨
日
支
払
い
停
止
の
内
報
あ
り
」
と
伝
え
ら
れ
た
。

重
役
陣
の
非
常
な
努
力
の
結
果

「
整
理
漸
く
付
き
先
づ
は
支
払
停
止
に

、

至
ら
ず
し
て
事
済
み
た
り
」
と
辛
う
じ
て
継
続
で
き
た
（

東
京
朝
日
新

『

聞
』
明
治
三
十
四
年
五
月
八
日

。）

こ
の
一
件
に
関
し
て
一
九
〇
二
（
明
治
三
十
五
）
年
に
亀
山
銀
行
か
ら

安
藤
良
蔵
に
「
感
謝
状
」
が
贈
ら
れ
た
。
そ
こ
に
は
「
昨
夏
経
済
界
凶
荒

之
当
時
、
当
銀
行
整
理
ニ
付
、
非
常
之
御
尽
力
ヲ
得
幸
ニ
悲
運
ヲ
挽
回
シ

今
日
之
盛
況
ヲ
見
ル
ニ
至
レ
リ
…
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
安
藤
氏
が
事
態

収
拾
に
貢
献
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
史

。
）
2248

し
か
し
、
そ
の
後
も
大
き
く
経
営
状
態
が
改
善
さ
れ
た
よ
う
に
は
思
わ

れ
ず
、
一
九
〇
五
（
明
治
三
十
八
）
年
五
月
に
は

「
殆
ど
気
息
奄
々
た

、

」
、「

」

。

る
状
態

半
死
の
同
行

と
言
わ
れ
る
ほ
ど
ま
で
に
経
営
が
悪
化
し
た

一
時
は
大
阪
の
銀
行
に
買
収
さ
れ
る
話
も
あ
っ
た
が
、
実
現
せ
ず
（
史
2249

『
伊
勢
新
聞
』
明
治
三
十
八
年
五
月
十
日

、
一
九
〇
五
年
十
月
二
日
、

）

津
市
に
本
店
の
あ
る
百
五
銀
行
に
買
収
さ
れ
、
同
行
の
亀
山
支
店
と
な
っ

た
（

百
五
銀
行
百
年
の
あ
ゆ
み
』
上
巻
・
昭
和
五
十
三
年
・
四
一
頁

。

『

）

（

）

九
十
五
銀
行
亀
山
支
店

第
九
十
五
国
立
銀
行
は
一
八
七
八

明
治
十
一

年
に
東
京
日
本
橋
で
開
業
し
た
。
一
八
八
九
（
明
治
二
十
二
）
年
一
月
の

株
主
総
会
で
役
員
の
改
選
が
行
わ
れ
、
頭
取
に
原
亮
三
郎
、
副
頭
取
に
小

野
金
六
、
取
締
役
に
川
島
東
作
、
服
部
源
二
郎
ら
が
就
任
し
た
（

東
京

『

朝
日
新
聞
』
明
治
二
十
二
年
一
月
十
六
日

。
頭
取
の
原
は
岐
阜
県
出
身

）

で
書
籍
販
売
を
本
業
と
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
小
野
は
鉄
道
・
銀
行
な

ど
の
会
社
役
員
と
し
て
も
活
動
し
て
い
た
。
同
行
は
名
古
屋
と
岐
阜
に
支

店
を
構
え
て
お
り
、
中
部
東
海
地
区
へ
の
進
出
を
果
た
し
て
い
た
。
名
古

屋
支
店
は
一
八
八
九
年
二
月
末
、
岐
阜
支
店
は
一
八
九
七
（
明
治
三
十
）
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年
八
月
に
閉
鎖
し
て
い
る
（

東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
二
十
二
年
三
月
一

『

日

『
同
』
明
治
三
十
四
年
七
月
十
日

。

、

）

一
八
九
九
（
明
治
三
十
二
）
年
十
一
月
、
九
十
五
銀
行
が
亀
山
東
町
に

支
店
を
設
置
し
た
。
当
時
の
同
行
の
概
要
は
、
資
本
金
二
〇
万
円
で
、
役

、

、

、

（

）
、

員
は
小
林
近
市

浅
生
長
慶

米
林
俵
作

福
岡
伸
朗

以
上
取
締
役

松
本
直
巳
、
稲
岡
義
偉
、
水
田
五
（
以
上
監
査
役
）
で
あ
っ
た
。
十
二
月

十
一
日
よ
り
同
支
店
の
営
業
を
開
始
し
て
い
る
（

伊
勢
新
聞
』
明
治
三

『

十
二
年
十
一
月
二
十
日

『
同
』
明
治
三
十
二
年
十
二
月
十
五
日

。

、

）

非
常
に
ト
ラ
ブ
ル
の
多
い
銀
行
で
、
一
九
〇
三
（
明
治
三
十
六
）
年
二

月
に
は
、
九
十
五
銀
行
は
「
破
綻
」
し

「
預
金
の
払
ひ
戻
し
の
決
算
も

、

、

、

、

立
た
ざ
れ
ば

其
後
の
出
し
入
れ
又
は
貸
借
も
な
く

官
衙
の
振
り
込
み

商
家
の
取
引
も
あ
る
に
非
ざ
れ
ば
、
行
員
の
業
務
も
な
け
れ
ば
居
り
も
せ

ず
…
」
と
業
務
を
中
断
し
た
様
子
が
報
じ
ら
れ
た

（

伊
勢
新
聞
』
明
治

。
『

三
十
六
年
二
月
三
日
）
そ
の
後
、
継
続
の
目
処
が
立
た
ず
、
同
年
の
五
月

末
に
解
散
が
決
ま
り
、
新
聞
紙
上
で
発
表
し
た
（

伊
勢
新
聞
』
明
治
三

『

十
六
年
五
月
二
十
九
日

。）

詳
細
は
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
の
後
、
経
営
は
別
の
人
物
が
行
う
よ
う
に

な
り

「
九
十
五
銀
行
」
の
名
称
は
引
き
継
が
れ
た
。
不
正
発
覚
な
ど
で

、

（
『

』

）、

裁
判
沙
汰
に
な
り

東
京
朝
日
新
聞

明
治
四
十
四
年
六
月
二
十
九
日

金
融
機
関
と
し
て
の
信
用
は
完
全
に
失
墜
し
て
い
っ
た
。


